
【むつ市税】未納がないことの証明書について

１ 申請日以前３箇月以内に発行されたものに限ります。
２ コピーでの提出も可とします。
注 むつ市税について、税務課に「未納がないことの証明書」を申請する場合、納税直後（お
よそ１週間程度）はデータ処理の都合上、未納とされる場合があります。その際は、金融機

関等が発行する領収書で確認させていただきますので、お手数ですが領収書（写し可）を持
参していただくようお願いいたします。

【国税】【都道府県税】【市町村民税（むつ市税を除く）】について

１ 申請日以前３箇月以内に発行された最新年度のものに限ります。
２ 各税について、課税されていない場合も、非課税の証明書又は未納がないことの証明書を
提出してください。（発行できない場合は、その旨を申請時に申し出てください）。

３ 固定資産税について、東京都２３区内の場合に限り都税の証明書を提出していただきます。

これ以外の場合については市町村税の証明書を提出してください。
４ コピーでの提出も可とします。
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